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８
月
１
日
か
ら
20
日
ま
で
の
「
し
尿
く

み
取
り
」
は
毎
年
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め

に
指
定
収
集
業
者
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
が
お
盆
前
に
集
中
し
た
場
合
、

お
盆
ま
で
に
収
集
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�

●
土
・
日
・
祝
祭
日
は
、
し
尿
く
み
取
り
は

で
き
ま
せ
ん
。

�

●
日
ご
ろ
か
ら
便
槽
の
量
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

�

●
く
み
取
り
業
者
は
、
地
域
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

�　

滋
賀
県
と
県
内
市
町
は
、
税
の
公
平
性

確
保
と
滞
納
額
の
縮
減
の
た
め
、
滋
賀
地

方
税
滞
納
整
理
機
構
を
設
立
し
、
地
方
税

の
収
納
体
制
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

� 　

町
で
は
、
７
月
か
ら
滋
賀
県
滞
納
整
理

特
別
対
策
室
か
ら
県
職
員
の
短
期
派
遣
を

受
け
、
滋
賀
県
と
共
同
し
て
滞
納
整
理
に

取
り
組
み
ま
す
。

� 　

滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
財
産
（
預
貯
金
、

給
料
、
不
動
産
等
）
を
調
査
の
う
え
、
差
押

等
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

� 　

納
め
忘
れ
が
な
い
か
よ
く
お
確
か
め
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

収
納
担
当　

　

☎
52
　

６
５
７
０　

有
線 

５
５
０
９
３

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課　

生
活
環
境
交
通
担
当　

　

☎
52
　

６
５
７
８　

有
線 

５
７
７
８
４

�　滋賀県では、水質汚濁防止法に

基づき地下水の汚染状況調査を毎

年実施しています。その結果、日野

町内でも一部の地域で自然の地質

が原因の「ヒ素」が検出されました。

�　地下水を飲用される方は、国の

登録を受けた民間の水質検査機関

で定期的に水質検査を受けるなど

井戸を適切に管理し、飲用に適し

た水質であることをご確認ください。

◆問い合わせ先

　住民課　生活環境交通担当

　 　 　 ☎ 52 ６５７８

　　  有線 ５７７８４

　東近江環境・総合事務所　　

�　　 　 ☎ 22 ７７５８

�　地下水の飲用については

�　東近江健康福祉事務所（東近江保健所）

　　健康衛生課

　 　 　 ☎ 22 １２５３

※上記のほか、自衛隊では年間を通じて募集受付しています。

�◆資料請求・問い合わせ先　自衛隊近江八幡地域事務所　☎ 33 ２１０３

�　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.shiga.plo.jda.go.jp　


